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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、少年院及び少年鑑別所（以下「少年施設」という。）の

規律及び秩序を適正に維持するため必要な事項等を定めるものとする。 

（定義） 
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第２条 この訓令において使用する用語は、少年院法（平成２６年法律第５８

号。以下「院法」という。）、少年鑑別所法（平成２６年法律第５９号。以

下「鑑法」という。）、少年院法施行規則（平成２７年法務省令第３０号）

及び少年鑑別所法施行規則（平成２７年法務省令第３１号）において使用す

る用語の例による。 

（指定職員の職務に関し必要な研修及び訓練の実施者） 

第３条 少年院法施行規則第１４条及び少年鑑別所法施行規則第１１条に規定

する研修及び訓練は、少年施設の長が実施する。 

（少年施設の規律及び秩序の維持の方法） 

第４条 院法第８３条第２項及び鑑法第７２条第２項の措置は、次の各号に掲

げる方法を適切に組み合わせることにより執るものとする。 

 ⑴ 壁、錠、扉、警報システムその他の物的設備を用いる方法 

 ⑵ 遵守事項の制定、生活及び行動についての指示、身体の検査等、制止等

の措置、懲戒（少年院に限る。）、所持品等の規制その他の措置を用いる

方法 

 ⑶ 在院者（院法第１３３条第３項に規定する仮に少年院に収容されている

者を含む。）及び在所者（以下「在院者等」という。）の抱える問題を認

知して早期に対処することを目的として、在院者等との人間関係を構築す

るための手法を用いる方法 

２ 前項各号に掲げる方法を用いるに当たっては、在院者等の特性を踏まえて

適切な方法を選択するものとし、一律に厳格な方法を用いることがないよう

に留意するものとする。 

（女子の在院者等の立会い等） 

第５条 男子の職員は、女子の在院者等の入浴及び診療（特に羞恥心を害する

ことのない態様による診療を除く。）の立会いを行ってはならない。 

２ 前項に定めるもののほか、男子の職員が女子の在院者等の処遇を行う場合

の留意事項については、矯正局長が定める。 

  第２章 警備用具等及び物品の貸与 

（警備用具の制式） 

第６条 警備用具の制式は、別表のとおりとする 
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（警備用具等の管理） 

第７条 少年施設の長は、その指定職員のうちから、警備用具及び手錠（以下

この条において「警備用具等」という。）の管理責任者を指定するものとす

る。 

２ 前項の管理責任者は、適切に警備用具等を保管しなければならない。 

３ 第１項の管理責任者は、毎月１回以上、警備用具等の保管状況を検査し、

必要に応じて手入れ等の措置を講じなければならない。 

４ 第１項の管理責任者は、警備用具等を貸与したときは、別記様式第１号の

書面に記録しなければならない。 

 （物品の貸与） 

第８条 少年施設の長は、少年施設の職員に対し、次に掲げる物品を貸与する

ものとする。 

 ⑴ 法務教官及び法務技官手帳（矯正局長が定める制式の手帳の表紙及び職

員証をいう。） 

 ⑵ 呼子笛 

 ⑶ 通行鍵その他職務上必要な鍵 

２ 前項の規定により貸与された物品（以下この条において「貸与品」という

。）は、職務と関係がないことに利用し、又は他人に貸与してはならない。 

３ 少年施設の職員は、貸与品を紛失又は破損しないように適正に使用し、又

は保管しなければならない。 

４ 少年施設の職員は、勤務時間中において、貸与品を携帯しなければならな

い。ただし、貸与品を携帯することが相当でないと少年施設の長が認めると

きは、この限りでない。 

５ 少年施設の職員は、退庁するときは、第１項第３号に掲げる物品を所定の

場所に返納しなければならない。ただし、少年施設の長が別に指示するとき

は、この限りでない。 

６ 少年施設の職員は、貸与品を紛失し、又は破損した場合には、直ちに少年

施設の長に報告しなければならない。 

７ 少年施設の長は、その指定する職員に、適時、貸与品の員数等を点検させ

なければならない。 
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   第３章 身体の検査等 

（身体の検査） 

第９条 指定職員は、院法第２１条第１項、第８５条第１項若しくは第１１７

条第２項又は鑑法第２４条第１項若しくは第７４条第１項の規定により身体

の検査を行う場合には、できる限り、被検査者の羞恥心を損なわないように

配慮しなければならない。 

（所持品の検査） 

第１０条 少年施設の職員は、院法第６４条又は鑑法第４５条の規定により在

院者等の所持品を検査するため、その所持品を損壊する必要がある場合には

、上司に報告し、その指示を受けなければならない。指定職員が、院法第８

５条第１項若しくは第１１７条第２項又は鑑法第７４条第１項の規定により

在院者等の所持品を検査するため、その所持品を損壊する必要がある場合も

、同様とする。 

２ 指定職員は、院法第８５条第１項若しくは第１１７条第２項若しくは鑑法

第７４条第１項の規定により在院者等の所持品を取り上げて一時保管し、又

は院法第８５条第３項若しくは鑑法第７４条第３項の規定により在院者等以

外の者の携帯品を取り上げて一時保管した場合には、上司に報告し、その指

示を受けなければならない。 

（居室等の検査） 

第１１条 指定職員は、上司の指示を受け、定期又は臨時に、居室、教室その

他在院者等が立ち入る場所を検査しなければならない。 

第４章 制止等の措置 

（制止等の措置の留意事項） 

第１２条 指定職員は、院法第８６条第１項若しくは第２項又は鑑法第７５条

第１項若しくは第２項の措置（以下「制止等の措置」という。）を執る場合

には、可能な限り危害を及ぼし、又は損害を与えないよう留意しなければな

らない。 

（警備用具の携帯及び使用） 

第１３条 指定職員は、警備用具の使用が予想される場合には、これを携帯す

ることができる。 
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２ 指定職員は、制止等の措置を執るため警備用具を携帯し、又は使用する場

合には、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

⑴ 被使用者以外の者に対する影響を最小限にとどめる方法で使用すること

。 

⑵ 被使用者その他の者を殊更に刺激するような態様で携帯し、又は使用し

ないこと。 

⑶ 警備用具を奪取されないように携帯すること。 

３ 指定職員は、制止等の措置を執るため警備用具を使用しようとするとき（

相手を傷つけ、又は苦痛を与えるおそれのない方法により使用するときを除

く。）は、警備用具を使用することを相手に予告するものとする。ただし、

事態が急迫し、予告するいとまのないとき又は予告することにより院法第８

６条第１項若しくは第２項若しくは鑑法第７５条第１項若しくは第２項に規

定する行為を助長し、若しくは誘発するおそれがあると認めるときは、この

限りでない。 

第５章 手錠の使用 

（手錠の携帯） 

第１４条 指定職員は、手錠の使用が予想される場合には、これを携帯するこ

とができる。 

（手錠の使用上の留意事項等） 

第１５条 指定職員は、院法第８７条第１項若しくは第２項又は鑑法第７６条

第１項若しくは第２項の規定により手錠を使用する場合には、次に掲げる事

項に留意しなければならない。 

⑴ 必要以上に緊度を強くして、使用部位を傷つけたり、血液の循環を著し

く妨げたりする方法等で使用しないこと。 

⑵ 緊急やむを得ない理由がある場合を除き、手錠を他の物と連結してはな

らないこと。 

⑶ １個の手錠を２人以上に使用しないこと。 

⑷ 手首に使用し、それ以外の部位には使用しないこと。 

⑸ 手の位置は、両手前又は両手後ろとすること。ただし、両手後ろは、両

手前では手錠を使用する目的を達することができないと認められるときに
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限る。 

⑹ 手錠を使用されている在院者等の食事、用便等に当たっては、手錠を一

時外すものとすること。ただし、これにより難い場合には、できる限り次

のいずれかの措置を執ること。 

ア 片手の腕輪を外すこと。 

イ 両手後ろを両手前に変更すること。 

⑺ 手錠を使用されている在院者等については、巡回、監視用テレビカメラ

等の方法により、綿密かつ頻繁に視察し、その動静を的確に把握すること

。 

⑻ 手錠（護送時における第一種の手錠を除く。）を使用されている在院者

等については、その心情の安定を図るための適切な働き掛けを試みること

。 

⑼ 保護室に収容されている在院者等については、次条第２項に規定する場

合を除き、原則として第一種の手錠を使用しないこと。 

⑽ 附属ひもは、単独で使用しないこと。 

⑾ 附属ひもを使用する場合には、その使用部位は腰部とすること。 

⑿ 護送時においては、携行品等により使用部位を隠す等の方法により、手

錠を使用していることが一見して明らかとならないような措置を講じるこ

と。 

（第二種の手錠を使用できる場合等） 

第１６条 指定職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、在院者等に

第二種の手錠を使用することができる。 

⑴ 在院者等を保護室に収容しようとする場合において、その在院者等が院

法第８７条第１項第２号又は鑑法第７６条第１項第２号に掲げる行為をす

るおそれがあり、かつ、保護室への収容のみによっては当該行為をするこ

とを抑止できないと明らかに認められるとき。 

 ⑵ 在院者等を保護室に収容しようとする場合において、その在院者等が院

法第８７条第１項第２号又は鑑法第７６条第１項第２号に掲げる行為をす

るおそれがあり、かつ、第一種の手錠の使用による当該行為の抑止ではそ

の在院者等を保護室に安全に収容することができないと認められるとき。 
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⑶ 在院者等が保護室に収容されている場合において、保護室への収容後も

なお院法第８７条第１項第２号又は鑑法第７６条第１項第２号に掲げる行

為をするおそれがあり、かつ、保護室への収容のみによっては当該行為を

することを抑止できないと認められるとき。 

⑷ 在院者等が保護室に収容されている場合において、保護室を損壊し、又

は損壊しようとするとき。 

⑸ 保護室が使用できない場合又は整備されていない場合において、在院者

等が院法第８７条第１項各号又は鑑法第７６条第１項各号のいずれかの行

為をするおそれがあるとき。 

２ 指定職員は、第二種の手錠を使用する場合において、手首が腕輪から抜け

るおそれがあり、これを防止するため必要と認められる場合には、第一種の

手錠を併用することができる。この場合においては、第一種の手錠の左右２

個の腕輪を共に同一の手首に使用しなければならない。 

３ 第二種の手錠は、連結板の長い方が身体側になるように使用する。 

４ 護送時は、第二種の手錠を使用してはならない。 

（緊急時の使用方法の特則） 

第１７条 指定職員は、緊急その他やむを得ない事由があり、かつ、前２条に

規定する方法（以下この条において「通常の使用方法」という。）によって

は手錠を使用する目的を達することが著しく困難である場合には、通常の使

用方法以外の相当な方法により手錠を使用することができる。 

２ 前項に規定する相当な方法により手錠を使用する必要がなくなった場合に

は、直ちに、通常の使用方法に変更しなければならない。 

第６章 保護室への収容 

（保護室への収容の留意事項） 

第１８条 指定職員は、院法第８８条第１項又は鑑法第７７条第１項の規定に

より在院者等を保護室に収容する場合には、綿密かつ頻繁に視察し、その動

静を的確に把握するとともに、心情の安定を図るための働き掛けに努めなけ

ればならない。 

第７章 収容のための連戻し 

（逃走行為を抑止するための措置） 
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第１９条 指定職員は、在院者等が逃走しようとしているところを現認したと

きは、直ちに、その行為を制止し、その在院者等を追跡し、その他その逃走

行為を抑止するため必要な措置を執らなければならない。 

 （逃走者の捜索） 

第２０条 指定職員は、在院者等が逃走したとき、又は在院者が院法第４０条

第２項の規定による指導若しくは院法第４５条第１項の規定による外出若し

くは外泊の場合において、少年院の長が指定した日時までに少年院に帰着し

なかったときは、上司の指示を受け、その逃走者等を捜索し、予想される逃

走先を張り込み、その他逃走者等を連れ戻すため必要な措置を執らなければ

ならない。 

第８章 報告及び記録 

（報告及び記録） 

第２１条 指定職員は、制止等の措置を執った場合には、速やかにその旨を少

年施設の長に報告するものとする。この場合において、警備用具を使用した

ときは、その状況を書面で少年施設の長に報告するとともに、在院者等に対

して使用したときは、少年簿及び収容事務関係各帳簿に関する訓令（平成２

７年法務省矯少訓第１５号大臣訓令）様式第８号の行動観察票に記録するも

のとする。 

２ 指定職員は、在院者等の護送時において第一種の手錠を使用し、又はその

使用を中止した場合には、別記様式第２号の手錠使用簿に記録するものとす

る。 

３ 指定職員は、前項に規定する場合を除き、手錠を使用し、その使用を中止

し、又はその使用方法を変更した場合には、行動観察票及び別記様式第３号

の手錠使用簿に記録するとともに、その状況を書面で少年施設の長に報告す

るものとする。 

４ 指定職員は、在院者等を保護室に収容し、その収容の期間を更新し、又は

その収容を中止した場合には、行動観察票及び別記様式第４号の保護室使用

簿に記録するとともに、その状況を書面で少年施設の長に報告するものとす

る。 

５ 指定職員は、制止等の措置、手錠の使用（護送時における第一種の手錠の
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使用を除く。）及び保護室への収容の状況を録画するものとする。この場合

において、録画できなかったときは、指定職員は、その旨及びその理由を書

面で少年施設の長に報告しなければならない。 

第９章 補則 

 （非常登庁） 

第２２条 少年施設の職員は、少年施設の長から非常招集の命令を受けた場合

には、直ちに登庁しなければならない。ただし、地震、火災、暴動その他の

非常事態の発生を認識した場合には、やむを得ない事由がある場合を除き、

非常招集の命令を待つことなく直ちに登庁しなければならない。 

２ 前項ただし書の規定による登庁の基準については、少年施設の長が定める

。 

 （勤務場所） 

第２３条 少年施設の職員は、勤務場所を指定されている場合には、上司の許

可がある場合その他正当な理由がある場合を除き、その勤務場所を離れては

ならない。 

（届出） 

第２４条 少年施設の職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞

なく、その旨を少年施設の長に届け出なければならない。 

⑴ 在院者等に親族又は知人がいるとき。 

⑵ 在院者等の親族、出院者、退所者その他これらに類する者から金品が送

付されてきたとき。 

⑶ 事件又は事故の加害者又は被害者となったとき。 

⑷ その他少年施設の長が定める事項に該当するとき。 

２ 前項の届出の様式は、少年施設の長が定める。 

 （勤務要領） 

第２５条 少年施設の長は、この訓令に定めるもののほか、少年施設の規律及

び秩序の維持に関する少年施設の職員の勤務要領を定めることができる。 

附 則 

１ この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 少年院及び少年鑑別所における規律及び秩序の維持等に関する訓令（平成



機密性２ 完全性１ 可用性１ 

２７年法務省矯少訓第２５号大臣訓令）は、廃止する。 



機密性２ 完全性１ 可用性１ 

別表（第６条関係） 

警備用具の制式 

種類 制式 材質 

さすまた 全長２，３００ミリメートル以下と

し、把持する棒の部分の直径は、３５

ミリメートル以下とする。先端には、

幅約４７０ミリメートル以下の半円状

又はＶ字型の腕を設けるものとする。 

さすまたの腕には、四肢を固定する

ための装置を付すことができるものと

する。 

金属、ゴム等と

する。 

 

 

 

 

 

盾 縦１，１１０ミリメートル以下、横

５３５ミリメートル以下とし、盾を三

日月状に湾曲させ、中心部に取手を付

け、右側上部に補助取手を付けるもの

とする。 

金属製等の盾は、盾上部にのぞき窓

を付ける。 

金属又は同等以

上の強度の材質、

あるいは、ポリカ

ーボネートなどと

する。 

 

催涙スプレー 容器は缶又はボンベとし、催涙液を

噴射することができるものとする。 

金属及びプラス

チック製とする。 

 



（　　　　　　　　　　　　　　）

番　号 官　職　名 氏　　名 貸与年月日 返納年月日 備　　　　　考

１　　訓令第７条第１項に規定する警備用具等の種類ごとに別葉とし、本様式右肩の括弧内に種類を記載する。

２　　備考欄には、異常の有無その他の必要な事項を記載する。

別記様式第１号（第７条第４項関係）

警　備　用　具　等　貸　与　簿



別記様式第２号（第２１条第２項関係）

監督者 　　　　　　日　　　　　　　時

年 月 日

午 前 ・午 後 時 分 使用

年 月 日

午 前 ・午 後 時 分 中止

年 月 日

午 前 ・午 後 時 分 使用

年 月 日

午 前 ・午 後 時 分 中止

年 月 日

午 前 ・午 後 時 分 使用

年 月 日

午 前 ・午 後 時 分 中止

年 月 日

午 前 ・午 後 時 分 使用

年 月 日

午 前 ・午 後 時 分 中止

１　　少年鑑別所については、上記様式中「入院番号」を「入所番号」と、「院長」を「所長」と、首席専門官が配置されていない庁にあっては「首席専門官」を「統括専門官」と改めて用いる。

２　　備考欄には、移送先施設その他の参考となる事項を記載する。

手　錠　使　用　簿

院　長 次　長
首　 席
専門官

使　　用　　　・　　　中　　止 入　　　　院　　　　番　　　　号
氏　　　　　　　　　　　　　　　名

備　　　　　　　　　　考



別記様式第３号（第２１条第３項関係）

指揮者 　　　　日　　　　　　　時  区分

年 月 日

午前 ・午後 時 分

 使 用

 変 更

 中 止

第１種

第２種

両　手　前

両　手　後

逃 走 す る お そ れ

自 身 を 傷 つ け る お そ れ

他人に危害を加えるおそれ

設 備 等 を 損 壊 す る お そ れ

保 護 室 を 損 壊 す る と き 等

年 月 日

午前 ・午後 時 分

 使 用

 変 更

 中 止

第１種

第２種

両　手　前

両　手　後

逃 走 す る お そ れ

自 身 を 傷 つ け る お そ れ

他人に危害を加えるおそれ

設 備 等 を 損 壊 す る お そ れ

保 護 室 を 損 壊 す る と き 等

年 月 日

午前 ・午後 時 分

 使 用

 変 更

 中 止

第１種

第２種

両　手　前

両　手　後

逃 走 す る お そ れ

自 身 を 傷 つ け る お そ れ

他人に危害を加えるおそれ

設 備 等 を 損 壊 す る お そ れ

保 護 室 を 損 壊 す る と き 等

手　　錠　　使　　用　　簿

  入院番号

　氏　　　名

院　長 次　長
首　 席
専門官

使　　用　　・　　変　　更　　・　　中　止
種　　類 使　用　方　法 　　　　　使　用　要　件 備　　　考

１　　少年鑑別所については、上記様式中「入院番号」を「入所番号」と、「院長」を「所長」と、首席専門官が配置されていない庁にあっては「首席専門官」を「統括専門官」と改めて用いる。

２　　同一の在院者等に対する一連の使用1回ごとに別葉とする。

３　　区分、種類、使用方法及び使用要件の欄は、該当するものを○で囲む。

４　　変更した場合の種類、使用方法及び使用要件の欄は、変更後の状況をすべて記載する。

５　　備考欄には、使用中の者に心身の異常を認めたとき等における対応状況、収容した保護室又は居室その他の参考となる事項を記載する。



別記様式第４号（第２１条第４項関係）

指揮者 　　　　　　日　　　　　　　時  区　　分

年 月 日

午 前 ・ 午 後 時 分

 収　　容

 更　　新

 中　　止

自 身 を 傷 つ け る お そ れ

大 声 又 は 騒 音

他 人 に 危 害 を 加 え る お そ れ

設 備 等 の 損 壊 又 は 汚 損 の お それ

年 月 日

午 前 ・ 午 後 時 分

 収　　容

 更　　新

 中　　止

自 身 を 傷 つ け る お そ れ

大 声 又 は 騒 音

他 人 に 危 害 を 加 え る お そ れ

設 備 等 の 損 壊 又 は 汚 損 の お それ

年 月 日

午 前 ・ 午 後 時 分

 収　　容

 更　　新

 中　　止

自 身 を 傷 つ け る お そ れ

大 声 又 は 騒 音

他 人 に 危 害 を 加 え る お そ れ

設 備 等 の 損 壊 又 は 汚 損 の お それ

年 月 日

午 前 ・ 午 後 時 分

 収　　容

 更　　新

 中　　止

自 身 を 傷 つ け る お そ れ

大 声 又 は 騒 音

他 人 に 危 害 を 加 え る お そ れ

設 備 等 の 損 壊 又 は 汚 損 の お それ

１　　少年鑑別所については、上記様式中「入院番号」を「入所番号」と、「院長」を「所長」と、首席専門官が配置されていない庁にあっては「首席専門官」を「統括専門官」と改めて用いる。

２　　同一の在院者等に対する一連の収容１回ごとに別葉とする。

３　　区分及び収容要件の欄は、該当するものを○で囲む。

４　　備考欄には、収容した保護室、保護室内で手錠を使用したときはその旨その他の参考となる事項を記載する。

保　護　室　使　用　簿

　入院番号

　氏　　　名

院　長 次　長
首　 席
専門官

収　　　容　　　・　　　更　　　新　　　・　　　中　　　止
　　　　　　　収　容　要　件 備　　　　　考


